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一　般　議　案

■ＥＰＡ・ＦＴＡ推進路線の見直しを求め日米ＦＴＡの

推進に反対する請願

　請　願　者　農民運動岩手県連合会

　　　　　　　　会　長　久保田　彰　孝

　審議の結果　継続審査と決定

■一般会計補正予算（第５号）

　　8,387万円を増額。総額71億2,613万円。

■介護保険特別会計（事業勘定）補正予算（第２号）

　267万円を増額。総額14億8,144万円。　

■漁業集落排水処理事業特別会計補正予算（第２号）

　　221万円を増額。総額１億9,503万円。

■公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

　　231万円を増額。総額４億6,495万円。

■水道事業会計補正予算（第１号）

　　14万円を増額。総額２億8,483万円。
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第５回
臨時会

一般職・特別職の
給与引き下げ

予　算　関　係

請　　　　　願

人　事　案　件
■人権擁護委員候補者の推せんに

関し意見を求めることについて

　平成22年３月31日に任期満

了となる人権擁護委員の佐々木

正弘さん（豊間根・66・再）を

推薦しました。任期は向こう３

年間です。
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条　例　関　係
■使用料の徴収に関する条例の一部を改正する条例

　町民総合運動公園野球場の放送設備とスコアボード

改修および海洋センター艇庫にシーカヤックを配備し

たことに伴い、使用料の徴収に関する条例の一部を改

正しました。

■社会福祉憲章条例の一部を改正する条例

　本町の福祉の増進が図られるよう、条例で定める母

子家庭児童生徒入学激励金の贈与対象を父子家庭およ

び父母がない児童生徒を養育している家庭も対象とす

るため、関係条項の整備を行いました。

■町道福士線法面災害防除工事の変更請負契約の締結に

関し議決を求めること

　　563万円を増額。総額5,813万円。

　　21年12月15日までの工期を22年１月20日に変更。

■公共下水道山田管渠（21－１工区）布設工事の変更請

負契約の締結に関し議決を求めること

　1,742万円を増額。総額8,740万円。　

■公共下水道山田管渠（21－２工区）布設工事の変更請

負契約の締結に関し議決を求めること

　　1,030万円を増額。総額7,698万円。

■町道の路線の認定に関し議決を求めること

　農道繋線（繋橋付近）および河川管理用道路（区画

道路２－２号線）を町道として認定しました。

宮古市・川井村の編入合併に伴う議案
　平成22年１月１日をもって宮古市に編入する川井村

が加盟している組合など、８団体の組織から脱退するた

めには関係市町村議会の議決が必要となります。

　このことから、議会でも下記議案を審議し原案のとお

り議決しました。

■岩手県自治会館管理組合を組織する地方公共団体の数

の減少の協議に関し議決を求めること

■岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の

数の減少及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変

更の協議に関し議決を求めること

■岩手県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団

体の数の減少及び岩手県後期高齢者医療広域連合規約

の一部変更の協議に関し議決を求めること

■岩手県沿岸知的障害児施設組合を組織する地方公共団

体の数の減少及び岩手県沿岸知的障害児施設組合規約

の変更に関し議決を求めること

■宮古地区広域行政組合を組織する地方公共団体の数の

減少及び宮古地区広域行政組合規約の変更に関し議決

を求めること

■宮古地区障害程度区分認定審査会を組織する地方公共

団体の数の減少及び宮古地区障害程度区分認定審査会

共同設置規約の変更に関し議決を求めること

■宮古地区介護認定審査会を組織する地方公共団体の数

の減少及び宮古地区介護認定審査会共同設置規約の変

更に関する協議に関し議決を求めること

■岩手県北第二地域視聴覚教育協議会を組織する地方公

共団体の数の減少及び岩手県北第二地域視聴覚教育協

議会規約の変更に関する協議に関し議決を求めること

（４）
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